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ナヴイゲーションcインスѾラクター規程

公益社闔法ದರ本オリエンテーリンダ協会

第].章 総則

この規程は公益社団法ದರ本オリエンテーリング協会(以下「吸逍』という)定款第4条1項4号に
定める と ろによؽ り 、 e]〇ノ難 がナヴイ ゲーシヨ ン c インス Ѿラク༓ーという資格を公認し、 円蓄ܠな五重Ⴈ
をはかるため、 必要な事項を定めるo

この規程は、ナヴイゲーションcインスѾラクターを資格認証するؽとにより、アウѾドアスポーツ
の健全な発展と安全に寄与することをଢ的とする。

の規程にあるႨ語は以下の意昧を持つؽ
1)ナヴィゲーションcインスѾラクター(以下「N珀とし曖)

アウѾドアスポーツの活動者に対して、安全な活動のために必要な読図やナヴイゲーションスキル
について、別に定める基準に浴つて請習を提供できる者

2)養成講座
N盂の資格認証を受けようとする者が受講する講習会

3)認定
養成講座を受譁した者を害査し、その合格者を所定の൭続きを経て杆旧Aが資格認証するまでをい

つ
4)講習
査虹がアウトドアスポーツの活動者に対して提供するナヴイゲーションc読図の講習会

5)受講者
杢虹が提供する講習を受講する者

第蔓Z章 研修、認定

e殉Aは、資格認定委ḻ会を設置し、養成講座の主催および認定をྛう。

養成講座を受講できる条ᘘは次の通りとするo
᎙こ地寓を使つたゴ升ラѾドア活動が30ರ以上
2) ナヴイ ゲーショ ン c 売の指専に興昧を持ち、 本認壽正の越旨に賛同 し7"こもの
S)受講年度の4ᄅlರ現紅蜻諡O歳以上
2.上記1)の「地図を使つたアウѾドア活動」の評価は別に定める基準を基に資格認定委ḻ会がྛ
つc蕗

ზ虹の資格認証は、蓋成講座を修丁し資格認定委員会が審査後、適格と認めた者を認定する。
本資格は、 J〇冷ェ の会ṵが付与するo
別に定める基準によつて、養成譁座の၂部を免除するؽとができるo

養成譁座は辟拍Aが主催し、資格認定委員会が主管する。また、参加料をその受請者から徴収するؽ
とカ愛否きるo
資格認定委員会は、認定業務を遂ྛするために鳳虹認定研修会講師(マイスダ升」若ۄ名を委掘す
るؽとカ浙できるo

認定に必要な基準は別に定める。
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第ごヨ章 新規登録、吏新登録および失効

本規程第6条1項により認定を受けた者で、NIとして新規登録を希望する者は別に定める申請書に、
認定料と新規登録料を添えて菲凪へ甲請しなければならない。
申請は養成譁座年度あるいは次年度中におこなうものとして、その期間を過ぎた場合は無効となる。

資格認証の有効期間は4年とし、登録した年度の4ᄅ1ರをもつて有効期間の起算点とするo

資格認証の更新は、有効期限の切れる1ケᄅ前までに別に定める申請書に更新登録料を添えてJ硫饅
へ申請しなけれぱならないo
2c資格認証の吏新を望むN᎙ま、有効期間内に1回以上の更新研修を受講しなければならないo
3.吏新研修はJ砥Aが主催、あるいは資格認定委員会が指定する研修とするo

次の各号に該当する者は資格認定委員会の洗定を受け、資格認証を取り消すo
l)N正として逸脱した動や、N咽ࠫ名誉を著し〈傷つけたؽとが認められたとき
2)本規程第l1条に定める更新登録を怠つたとき
S) 本ದよ り 資格認壽正の取り 消 しの申 し出があつたと き
4)本ದが死亡したとき

本規程第12条で資格認証が取り消された者が希望する場合、希望者は資格認定委員会が指定する吏
新研修を受講し、資格認定委員会が審査後、適格と認めた者は資格認証を復活するؽとができる。
資格認証の復活は、別に定める申請書に資格認証取り消し期間中の吏新登録料未納分を添えて糜逍
ヘ申請しなけれぱならない。
資格認定委員会から資格認証の復活に関する通知送付後3ケᄅを経過しても申請がྛわれない場合は
無効となる。

登録料、認定料は次のとおりとする。
1)認定料 8OOO円
2)登録料 8OOO円(4年)

第苳4章 その他

I虹は読図やナヴィゲーションスキルの理解に務めると剛駅意常に質のۚい講習を受講者に提供する
ようರヶ研鎧に励まなけれぱならない。
NH戰刊に定める規程に基づき検定を主宰し、検定試験の合否判定をྛうことができる。

本規程の改廃は、理事会の春議を経てྛう。

1.本規程は平成3O年3ᄅ1ರより施ྛする。


